
Ⅳ その他 
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Ⅳ その他 

１ 記録の重要性 

保育所等においては、食物アレルギー対応の実施状況（※）を作成し、食物アレルギー対応に関する

ヒヤリ・ハットや事故の記録などとともに、食物アレルギー情報としてまとめておく。食物アレルギー

対応を組織的に取り組むに当たっては、本マニュアルに基づいた対応を行い、上記の記録を全職員で共

有し、食物アレルギー対応の理解を深めていくことが重要である。 

食物アレルギーに関する事故などが発生した場合には、速やかに保護者への連絡を行うとともに、職

員間での情報共有を行うことが重要である。(必要に応じて、自治体や関係機関等へ報告を行う)  

（※）保護者との面談等での確認事項や、具体的な食物アレルギー対応食の実施計画、食物アレルギー

発症時の対応等。 

参考資料 
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２ 災害への備え 

火災や自然災害などが発生した場合など、通常とは異なる環境・体制の下で保育を継続して行うこと

についても想定する必要がある。例えば、一時的に保育所等以外の場所に避難を余儀なくされた場合、

食物アレルギーを有する子どもに関する情報を保育士等が避難所の職員にすぐには伝えられないこと

や、食物アレルギー対応が必要な子ども用の食材を持ち出せないといったことが起こり得る。こうした

日常使用しているマニュアルに基づく対応ができないような事態でも、全職員が対応できるようにす

ることが求められる。 

このような事態を想定した取組は各保育所等が単独で行うだけではなく、自治体の支援の下、保育所

等、学校、消防、警察、医療機関、地域の自治会等と連携して行うことが重要である。 
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